
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





はじめに 

東に東京湾を擁し、西にはるか富士を望む品川区は、江戸時代には東海道第一の宿場

町として賑わい、桜や紅葉の名所、江戸前の豊かな海の幸にも恵まれ、庶民の観光名所

として親しまれました。御殿山、島津山、池田山などは、大名の下屋敷が設けられ、明

治以降は閑静な住宅地として現在に至っています。また多くの歴史的有名人が生誕地で

ないにもかかわらず品川を墓所にしていることもたくさんの方に愛された証です。 

明治以降は日本の近代工業の中心として発展し、鉄道の整備も進み、関東大震災を契

機に、それまでは東京の食を支える野菜の一大供給地であった平塚、荏原地区は飛躍的

に宅地化が進み、市街地を形成するようになりました。 

近年では工場や倉庫が多く並んでいた天王洲アイルの開発による高層ビル、また大崎

では副都心としてオフィスビル群となり、新しい街並みが形成され都市の景観が広がっ

ています。今や品川は、新幹線の発着、羽田空港の国際化、リニア新幹線計画などによ

って東京の表玄関としての交通拠点としてさらに発展してきているため、今後の品川区

にとって魅力的な景観づくりは、より重要な施策となっています。 

品川区では平成20年に将来像「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」を合い言

葉として長期基本構想、21年には長期基本計画を策定しました。 

このことを具体的に進める3つの基本理念として 

「暮らしが息づく国際都市 品川区をつくる」 

「伝統と文化を育み活かす 品川区をつくる」 

「区民と区の協働で『私たちのまち』 品川区をつくる」  

を掲げました。 

品川は日本有数の武蔵小山や戸越銀座など賑わいのある商店街

を中心に多くの商店がある生活しやすいまちです。このまちを愛

して、親しんでもらうことから、まち自体の魅力が向上し、住み

続けたいまちになっていくのだと思います。きれいで賑やかな生

活観あふれる多様な顔を持つしながわ。この実現に一歩を踏み出

す思いをこめて「品川区景観計画」をつくりました。区民の皆さ

んや事業者の皆さんと協働して、おもてなしの心を大切にした景

観まちづくりを進めていきましょう。 

平成23年１月 品川区長 
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■品川区景観計画の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●屋外広告物等の表示の制限に関する事項（法第８条２項５号イ） 

・ 地域固有の資源や個性を活かして景観形成を図る地区では、街並みに調
和する屋外広告物を誘導していくために、地域独自のルールを定める。

 ○水辺景観形成特別地区における基準 

 ○旧東海道品川宿地区における基準 

第７章

●景観まちづくりの推進 

・ さまざまな手法を活用し、良好な景観の形成のために取り組む事項等を
整理する。 

 
 
 
 
 
 
 ・重点地区の追加・指定拡大の手順 

・景観まちづくりの気運の高い地区 

景観ネットワークづくり、区民・事業者・区の協働による景観

まちづくり 

景観法に基づく手法、区独自の仕組み、都市計画制度との連携

第５章

東京都屋外広告物条
例に基づき運用する 

 
●景観法に基づくその他の方針等 

・ 景観まちづくりの基本方針を踏まえ、景観重要建造物の指定の方針、
景観重要樹木の指定の方針及び景観重要公共施設の指定・整備の考
え方を示す。 

 
 
 
 

第６章 

景観重要公共施設（法第８条２項５号ロ）

・指定の方針、指定・整備の考え方（旧東海道及び北馬場通り、
戸越公園、目黒川を景観重要公共施設として指定） 

景観重要建造物の指定の方針、景観重要樹木の指定の方針 
（法第８条２項４号）

第４章

●良好な景観形成のための基準（法第８条２項２号および３号） 
・ 土地利用に応じて市街地を区分し、それぞれの市街地に対して景観
まちづくりの基本方針を踏まえた景観形成基準等を定める。 

・ 地域固有の資源や個性を活かした景観形成を図るべき地区について
は、地域独自の景観形成基準等を定める。 

 
●景観まちづくりの基本方針 

・ 景観形成の課題を踏まえて、区全体での景観まちづくりの基本方針
を整理する。 

 

第３章

◆景観法に基づく景観計画である。 

◆区上位計画や東京都景観計画と整合し
た景観計画である。 

◆景観計画の区域は、品川区全域とする。 
 （法第８条２項１号） 

 
●景観特性と課題 

・ 区の特性を踏まえ、景
観形成の課題を整理
する。 

 
 
 
 
 
 

第２章 

《市街地の区分と景観形成のための基準》 

《市街地の区分》 

・ 市街地の土地利用状況に
応じて７つに区分 

低 層 住 宅 市 街 地 

住 宅 等 市 街 地 

住 工 共 存 市 街 地 

工 業 市 街 地 

商 業 市 街 地 

幹 線 道 路 沿 道 市 街 地 

臨 海 部 市 街 地 

※区分は用途地域に基づく 

《区分ごとに 
景観形成を推進》

 
○景観形成の目標 

○景観形成の方針 

○届出対象行為 

○届出対象規模 

○景観形成基準 

 

・ ５つの基本方針を踏
まえて、良好な景観形
成を図るために、以下
の２つの考え方で区
域設定をおこなう。 

 
 
①市街地の区分

による景観形成
 
・ 市街地の土地利
用実態に応じて、
景観形成を図る
ため、用途地域を
ベースに市街地
の区分を行う。 

 

歴史あるまち
の景観の再生
と活用 

・ 旧街道の街並みの継承 

・ 寺社や武家屋敷跡地の歴史的な環境や雰囲
気の継承 

・ 祭りの舞台となる街並みの形成 

安らぎを感じ
る水辺・緑環境
の保全と整備 

・ 緑地の保全と活用 

・ 緑化の推進 

・ 運河の水辺空間を活かした街並み形成 

・ 目黒川や立会川の水辺空間を活かした街並
み形成 

・ 良好な住宅地景観の保全と育成 

・ 密集市街地での親しみやすい街並みや緑の
創出 

・ 住宅への土地利用転換が進む地区での潤い
ある景観の形成 

・ 工場市街地の景観形成 

生活に密着し
た住宅景観の
保全と誘導 

活力に満ちた
賑わいや調和
の取れた景観
の創出 

・ 商店街やその周辺での賑わいのある景観の
形成 

・ 幹線道路沿道での調和の取れた緑の潤いの
ある快適な景観の形成 

・ まちの美観に配慮した景観の形成 

・ 景観資源を活かした魅力ある景観の形成 

新しいまちの
景観の整備と
誘導 

・ 都市活性化拠点における都市景観の形成 

・ 地域生活拠点における都市景観の形成 

歴史と文化の要素か

らみた特性・課題 

自然の要素からみた

特性・課題 

生活の要素からみた

特性・課題 

新たなまちづくりの

要素からみた特性・課

題 

②重点地区の指定
による景観形成

 
・ 地域固有の資源
や個性を活かし
てきめ細やかな
景観形成を図る
ため、重点地区を
指定する。 

《地域固有の資源や個性を活かして 
景観形成を図る地区における基準》

 水辺景観形成特別地区の基準等 

重点地区「旧東海道品川宿地区」の基準等 

◆景観を構成する４つの
要素（「歴史・文化」「自
然」「生活」「新たなまち
づくり」）に基づいて、
景観形成を推進する。 
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●目的と区域等 

 

第 1章 
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